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（２）景観形成基準 

 景観形成地域は、天草市の貴重な景観特性が象徴的に現われており、

特に良好な景観の形成を図っていく必要があります。 

 良好な景観形成を具体的に実現するために、景観形成地域ごとに、特

性及び方針を整理し、景観形成の基準を定めます。 

 

①天草景観形成地域 

■景観形成地域の特性及び基本方針 

ゾーン 景観形成地域の特性・基本方針 

本渡・五

和景観形

成ゾーン  

 穏やかな磯と入り江をもつ海岸線と、緩やかな緑の丘陵地から

なり、海岸線には海水浴場等のレクリエーション施設が立地して

います。五和地区には、新しい天草の玄関口天草空港があります。 
・建築物等の築造にあたっては、周囲の自然景観との調和に配慮  
 した意匠、形態とし、海岸線や緑地の保全・創造を図り、自然  
 豊かでゆとりある施設づくりに努めます。  
・区画形質の変更にあたっては、既存の地形形状を生かした造成  
 を行うとともに、やむを得ず構築するのり面、擁壁については、 
 十分な緑化に努め、自然と調和した景観づくりを図ります。  
・集落については、地域の伝統的な建築様式や材料に配慮し、統  
 一感のある集落景観づくりに努めます。  

沿
道
景
観
形
成
ゾ
ー
ン 

Ａ １  天草地域の主要動線である国道 324 号等の沿線のうち、集落、

田園、自然景観地域を貫く沿道地域であり、極めて重要な視点場

として天草を印象づける地区となっています。  
・集落地については、伝統的な建築様式、材料等に十分配慮して、 
 地域の統一感を大事にした景観形成に努めます。  
・沿道サービス施設等については、周囲の集落との基調に配慮し  
 た意匠、形態とするとともに、看板等も建物と一体感のあるも  
 のとし、地域になじんだ景観形成に努めます。  
・広告・看板等については、海への眺望に配慮し、できるだけ山  
 側に設置するとともに、意匠、形態についても十分配慮し、周  
 囲の景観になじんだものとなるよう努めます。  
・海岸構造物については、主要道路や海上からの眺望に配慮し、  
 自然石等の活用や位置、形態を考慮し、周囲となじむような景  
 観形成に努めます。  
・道路沿いについては、草花や花木による緑化に努め、潤いのあ  
 る沿道景観の形成を進めます。  

Ａ ２  天草地域の主要動線である国道 324 号等の沿線のうち、地域・

沿道の商業サービス施設の集積の高い地域であり、地域住民や観

光客にとっても顔となる重要な地区です。  
・建築物は、できるだけ道路から後退した位置とし、ゆとりの空  
 間を確保して緑化に努め、潤いに満ちた景観形成に努めます。  
・建築物の意匠、形態は、できるだけ落ち着いたものとするとと  
 もに、看板等も一体的な意匠、形態とし、風格ある市街地、沿  
 道景観の形成に努めます。  
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■天草景観形成地域における景観形成のための基準

 本渡・五和景観形成ゾーン 
沿道景観形成ゾーン 

Ａ－1 Ａ－2 

建
築
物
等 

位 
 

置 

道路からの位置 

・敷地の許す範囲で、道路からできるだけ後退した位置とし、沿道にゆとりの空間を確保するものとする。 
・観光、宿泊施設は、道路境界から5ｍ以上後退するように努めるものとする。 ・商業、サービス施設は、道路境界から5ｍ以上後退するように

努めるものとする。 
 

隣接地からの位置 ・隣接する敷地境界からできるだけ離した位置とし、隣接相互において空間を確保するとともに、沿岸部においては、海への眺望を確保するように努めるものとする。 

配置 

・敷地内における建築物及び工作物の規模及び位置等を勘案し、十分にゆとりとつり合いのとれた配置とする。 
・周囲の基調となる景観と調和のとれる配置とする。 
・観光、宿泊施設は、自然や地域の背景との調和に配慮したものとするとともに、ゆとりのある施設配置になるように努めるものとする。 ・商業、サービス施設は、沿道景観との統一感に配慮したも

のとなるように努めるものとする。 

外 
 
 

観 

意匠・形態 

・周辺の基調となる景観と調和を図り、景観のまとまりを保つとともに、遠景との調和に配慮するように努めるものとする。一般住宅は、できるだけ周辺集落の建築様式と調和した、統一感のある集落景観形成に努めるものと

する。 
・観光、宿泊施設は、自然や地域背景と十分調和したものとなるように努めるものとする。 ・商業、サービス施設は、周辺集落の建築様式と基調を揃え、沿

道景観との統一感に配慮するものとする。 
・商業、サービス施設は、できるだけ落ち着いた意匠、形態

とし、沿道景観との統一感に配慮するものとする。 
・屋根は、勾配のある屋根とするように努めるものとする。ただし、周辺の状況を勘案し、景観形成上支障のないものについては、この限りでない。 
・空調及び給排水等の設備は道路から見えない場所に設置するか、覆いをする等、建築物本体及び周辺の景観との調和に配慮するように努めるものとする。 
・屋外階段は、建築物と一体感を保つデザインとするなど、周辺の景観との調和に配慮するものとする。やむを得ない場合は、ルーバー等で覆い、目立たない位置に設けるように努めるものとする。 

規模 

・基調となる景観との調和が図られるよう、建ぺい率をできるだけ低く抑え、敷地内の空間確保を図るものとする。  
・観光、宿泊施設の建ぺい率は、30％を超えないよう努めるものとする。 ・商業、サービス施設の建ぺい率は、60％を超えないよう努める

ものとする。 
・商業、サービス施設の建ぺい率は、80％を超えないよう努

めるものとする。 

材料 

・材料は耐久性・耐候性に優れ、たい色・はく離等のおこりにくいもので、質感が豊かなものを用いるものとする。一般住宅は、できるだけ周辺集落の建物で使われている素材とし沿道景観との統一感に配慮するように努めるものとする。 
 ・商業、サービス施設は、周辺集落と調和するよう配慮し、沿道

景観との統一に努めるものとする。 
 

色彩 

・外壁及び屋根の色彩は、以下のものを基準とし、周辺の集落、まち並み等の建築物や周辺と調和した落ち着いたものを用いるものとする。また、同一敷地内における建築物は、色調を統一するとともに、多色の使用は避ける

ものとする。 
※自然素材を用いる場合はこの限りでない。 
※高彩度色はアクセント的な利用に限るものとする。 

【外壁】 
[基準色] 全ての色相：明度６以上、Ｒ(赤)・ＹＲ(黄赤)：彩度５以下、Ｙ(黄)：彩度４以下、その他の色相：彩度２以下 

[推奨色] 全ての色相：明度８以上、Ｒ(赤)・ＹＲ(黄赤)・黄(Ｙ)：彩度３以下、その他の色相：彩度１以下 

【屋根】 

 [基準色] Ｎ(無彩色)：明度６以下、Ｒ(赤)・ＹＲ(黄赤)・Ｙ(黄)・ＰＢ(青紫)：明度５以下 彩度３以下、その他の色相：明度５以下、彩度２以下 

[推奨色] Ｎ(無彩色)：明度６以下、Ｒ(赤)・ＹＲ(黄赤)・Ｙ(黄)・ＰＢ(青紫)：明度５以下 彩度２以下、その他の色相：明度５以下、彩度１以下 
・観光、宿泊施設の屋根、外壁の色彩は、自然や地域の背景との調和に配慮するものとする。 
・一団の別荘については、色彩の統一性に配慮するものとする。 

・一般住宅の外壁及び屋根の色彩はできるだけまち並みとの調和を図るよう努めるものとする。 

広告物に関する事項 

・屋上には、広告物を設けないよう努めるものとする。 
・壁面に設ける広告物等は、規模、意匠、形態、色彩などが建築物本体と調和するよう努めるものとする。 
・のぼり、はり紙、広告網等の簡易広告物はできるだけ行わないよう努めるものとする。 

敷
地
の
緑
化 

 ・敷地内の木竹は、できる限り保全に努めるとともに、敷地の周囲には周辺の景観との調和を図るため、緑化を施すように努めるものとする。 
・観光、宿泊施設にあっては、次の点に配慮するものとする。 
※建築物と調和し、周辺の景観との一体感ができるような緑化に努めるものとする。 
※敷地が道路や隣接地と接する部分には、樹木、草花等により修景、緑化に努めるものとする。 
※敷地内の擁壁やのり面等の構造物は、低木、ツタ等により修景、緑化に努めるものとする。 
※大規模な駐車場は、樹木などによる緑化に努めるものとする。 

・商業、サービス施設にあっては、次の点に配慮するものとする。 
※建築物と調和し、周辺の景観との一体感がでるような緑化に努めるものとする。 
※敷地内の擁壁やのり面の構造物は、低木、ツタ等による修景、緑化に努めるものとする。 
※大規模な駐車場は、樹木等による緑化に努めるものとする。 
・ 一般住宅及び商業施設などの敷地と道路との接合部分には、樹木、草花などによる修景・緑化に努めるものとする。 

・樹種の選定にあたっては、自然植生を考慮し、まち並みとの調和に努めるものとする。 

工
作
物 

さく、塀、擁壁等 

・高さはできるだけ低くし、規模、意匠、形態、色彩などは、周辺の景観との調和に配慮するように努めるものとする。 
・道路側に設けるさく、塀、擁壁は、できるだけ道路から後退させ、修景、緑化に努めるものとする。 
・材料は、耐久性、耐候性に優れ、たい色、はく離等のおこりにくいもので、質感が豊かなものを用いるものとする。集落内にあっては、自然素材を主とし、色彩 

は周辺集落の景観基調に配慮するように努めるものとする。 
・材料は耐久性、耐候性に優れ、たい色、はく離等のおこり

にくいもので、質感が豊かなものを用いるものとする。 
・海岸部に設ける擁壁はできるだけ自然素材を活用し、海岸線との調和に配慮する。   

記念塔、電波塔、物見塔、
煙突、高架水槽、鉄筋コン
クリート造りの柱、金属製
の柱、合成樹脂製の柱等 

・位置は、道路からできるだけ後退させ、海岸線には設置しないように努めるものとする。 
・規模、意匠、形態、色彩等は、周辺の景観との調和に配慮するものとする。 
・敷地の周辺の緑化に努めるものとする。 



33 

 

 本 渡 ・ 五和 景 観 形 成ゾ ー ン  
沿 道 景 観形 成 ゾ ー ン  

Ａ － 1 Ａ － 2 

工

作

物  

電 気 供 給又 は 有 線 電
気 通 信 のた め の 電 線
路 又 は 空中 線 の 支 持
物  

・ 電 線 路の 位 置 は 、周 辺 の 景 観に 配 慮 し たも の と す る。  
・ 電 線 敷は で き る だけ ま と め て、 少 な く なる よ う に 努め る も の とす る 。   
・ 電 柱 広告 は 、 で きる だ け 行 わな い よ う に努 め る と とも に 、 色 彩は 、 周 辺 の景 観 と の 調和 に 配 慮 する よ う に 努め る も の とす る 。  
・ 電 線 の道 路 横 断 は、 で き る だけ 少 な く する よ う に 努め る と と もに 、 直 角 横断 に な る よう に 努 め るも の と す る。  
・ 景 観 上重 要 な 場 所に 設 け る もの に つ い ては 、 規 模 、意 匠 、 形 態、 色 彩 等 、周 辺 の 景 観と の 調 和 に配 慮 す る もの と す る 。  

太 陽 光 発電 設 備 等  

・ 道 路 等の 公 共 用 地に 接 す る 敷地 境 界 線 から で き る だけ 後 退 し た位 置 と す るよ う 努 め るも の と す る。  
・ 全 体 的に ま と ま りの あ る 意 匠と し 、 周 辺の 景 観 と の調 和 に 配 慮す る も の とす る 。  
・ 太 陽 光発 電 設 備 の最 上 部 は でき る だ け 低く し 、 周 囲の 景 観 か ら突 出 し な いよ う 努 め るも の と す る。  
・ 太 陽 電池 モ ジ ュ ール の 色 彩 は、 黒 色 又 は濃 紺 若 し くは 低 明 度 かつ 低 彩 度 とし 、 で き るだ け 反 射 が少 な く 目 立た な い も のを 使 用 す るよ う 努 め るも の と す る。  
・ 太 陽 電池 モ ジ ュ ール の フ レ ーム の 色 彩 は、 モ ジ ュ ール 部 分 と 同系 色 と す るよ う 努 め るも の と す る。  
・ パ ワ ーコ ン デ ィ ショ ナ ー や 分電 盤 な ど の付 属 設 備 の色 彩 は 、 周辺 の 景 観 と調 和 す る もの を 使 用 する よ う 努 める も の と する 。  
・ 公 共 空間 ・ 施 設 から 望 見 で きる 場 所 に 設置 す る 場 合は 、 植 栽 など に よ る 修景 を 施 す よう 努 め る もの と す る 。  
・ 海 岸 線に は 設 置 しな い よ う 努め る も の とす る 。  

木 竹 の 伐採 及 び 事 後の 緑

化 に 関 する 事 項  

・ 木 竹 の伐 採 は 、 その 目 的 に 応じ 、 必 要 最小 限 と な るよ う に 努 める も の と する 。  
・ 木 竹 の伐 採 は 、 伐採 地 域 の 周辺 の 樹 木 を残 す よ う に努 め る も のと す る 。  
・ 樹 姿 が優 れ 修 景 に生 か せ る 樹木 は 、 で きる だ け 残 すよ う に 努 める も の と する 。  
・ 伐 採 を行 っ た 場 合は 、 事 後 の土 地 利 用 に応 じ 、 周 辺の 植 生 を 勘案 し て 緑 化に 努 め る もの と す る 。  

屋 外 に おけ る 物 件 の堆 積

の 方 法 及び 遮 へ い に関 す

る 事 項  

・ 物 件 の堆 積 の 位 置、 形 態 は 、で き る だ け目 立 た な いよ う に 努 める も の と する 。  
・ 敷 地 の周 辺 は 、 常緑 の 高 木 、中 木 に よ る緑 化 等 、 遮へ い の た めの 措 置 を 施す よ う に 努め る も の とす る 。  

鉱 物 の 掘 採 及 び 土 石 等 の

採 取 の 際 の 遮 へ い 及 び 事

後 の 緑 化に 関 す る 事項  

・ 掘 採 は、 周 辺 か らで き る だ け見 え な い よう な 方 法 をと り 、 周 辺の 景 観 と の調 和 に 配 慮す る も の とす る 。  
・ 掘 採 中は 、 敷 地 の周 囲 を 高 木等 に よ り 遮へ い 、 修 景に 努 め る もの と す る 。  
・ 掘 採 終了 後 は 、 敷地 の 緑 化 復元 に 努 め るも の と す る。  

土 地 の 区画 形 質 の 変更 後

の 土 地 の形 状 及 び 緑化 に

関 す る 事項  

・ 土 地 の区 画 形 質 の変 更 は 、 既存 の 土 地 形状 を 生 か した も の と し、 周 辺 の 景観 と な じ むよ う に 配 慮す る も の とす る 。  
・既 存 の 地 形 形 状 を生 か し た 造成 を 行 い、の り 面、擁 壁 の 発 生 をで き る だ け抑 え る よ うに 努 め る もの と す る。ま た 、発 生 し た の り 面に 対 し て は、緑 化 を 図る と と も に、や む を 得 ず 擁

壁 を 設 ける 場 合 は 、前 面 に 植 栽を 施 す こ とに よ り 周 辺の 景 観 と なじ む よ う に配 慮 す る もの と す る 。  
・海 岸 沿 い の 土 地 の区 画 形 質 の変 更 は 、で き る だ け 自然 の 海 岸 線を 生 か す よう に 努 め ると と も に 、護 岸 等 の 海岸 構 造 物 の材 料 は 、自 然 素 材 を 主と し 、周 辺 の 景 観 と 調和 す る よ う に 配

慮 す る もの と す る 。  
・ 土 地 の区 画 形 質 の変 更 が 連 担し て 見 え ない よ う に 、敷 地 周 辺 にで き る だ け緩 衝 緑 地 帯を 確 保 す るよ う に 努 める も の と する 。  
・ 宅 地 開発 等 に あ たっ て は 、 道路 側 5ｍ 以 上 の 緑 地 を設 け る よ うに 努 め る もの と す る 。   
・ 敷 地 は、 自 然 植 生や 周 辺 の 樹木 と 調 和 した 樹 種 に より 緑 化 に 努め る も の とす る 。  
・区画 形 質 変 更 の 対象 区 域 の 25％ 以 上 を 緑地 と し て 確保 す る よ うに 努 め る もの と す る。た だ

し 、 周 辺の 状 況 を 勘案 し 、 景 観形 成 上 支 障の な い も のに つ い て は、 こ の 限 りで は な い 。  
 

・宅 地 開 発 等 を 目 的と し た 区 画形 質 の 変 更は 、平 均 区 画 割 面 積 をで き る だ け大 き く す るよ う

に 努 め るも の と す る。  
 

屋 外 に お け る 自 動 販 売 装

置 の 設 置 方 法 に 関 す る 事

項  

・ 自 動 販売 装 置 の 位置 は 、 道 路か ら で き る限 り 後 退 させ る と と もに 、 建 物 と一 体 に 管 理で き る 状 態に な る よ うに 努 め る もの と す る 。  
・ 海 へ の眺 望 に 配 慮し 、 海 側 とな る 道 路 沿線 に は 設 置し な い よ う努 め る も のと す る 。   

広 告 物 に関 す る 事 項  

・ 位 置 は、 道 路 か らで き る 限 り後 退 さ せ るよ う に 努 める も の と する 。  
・ 海 へ の眺 望 に 配 慮し 、 海 側 とな る 道 路 沿線 に は 設 置し な い よ う努 め る も のと す る 。  
・ 設 置 数を 極 力 抑 える と と も に、 規 模 、 意匠 、 形 態 は、 周 辺 の 景観 に 調 和 する よ う に 努め る も の とす る 。  
・ 材 料 は、 耐 久 性 、耐 候 性 に 優れ 、 た い 色、 は く 離 など お こ り にく い も の で、 質 感 が 豊か な も の を用 い る も のと す る 。  
・ 色 彩 は、 周 辺 の 景観 と の 調 和が 図 れ る もの と し 、 多色 使 い を 避け る よ う に努 め る も のと す る 。  ・周 辺 の 景 観 と の 調和 が 図 れ るも の と し 、

多 色 の 使用 を 避 け るよ う に 努 める も の

と す る 。  
・ 周 辺 の自 然 景 観 、集 落 の 基 調と な じ む よう に 努 め るも の と す る。  

 
＊ 建 築 物等 （ 遊 戯 施設 、 プ ラ ント 施 設 、 立体 的 収 納 施設 、 汚 物 ・ゴ ミ 処 理 施設 、 石 油 ・ガ ス ・ 液 化石 油 ガ ス 貯蔵 処 理 施 設を 含 む ）  
 


